
「
故
障
」
と
「
障
碍
」
か
ら
見
る
日
本
語
の
中
国
語
に
対
す
る
影
響

胡

新

祥

１

は
じ
め
に

現
代
中
国
語
に
お
い
て
「
故
障
」
と
「
障
碍
」
は
類
義
関
係
に
あ
る
。「
故

障
」
は
機
械
に
不
調
が
生
じ
て
、
円
滑
に
働
か
な
く
な
る
と
い
う
意
味
を
表

す
の
に
対
し
て
、「
障
碍
」
は
物
事
が
進
行
上
の
妨
げ
を
意
味
し
、
ま
た
同

時
に
医
学
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
簡
単
に
言
う
と
、「
故
障
」
は
内

部
の
問
題
で
、「
障
碍
」
は
外
部
の
妨
げ
と
な
る
。
一
方
、
現
代
日
本
語
に

お
い
て
「
故
障
」
は
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
が
、「
障
碍
」
は
「
障
碍（
１
）者」

以

外
に
そ
の
姿
を
見
せ
ず
、
代
わ
り
に
「
障
害
」
が
使
わ
れ
る
。

漢
字
表
記
は
同
じ
で
あ
る
が
、
現
代
中
国
語
と
現
代
日
本
語
に
お
け
る

「
故
障
」
と
「
障
碍
」（
障
害
）
の
意
味
合
い
と
使
い
方
に
は
多
少
の
違
い

が
あ
る
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
見
る
と
、
現

代
中
国
語
の
中
の
「
故
障
」
と
「
障
碍
」
は
い
ず
れ
も
強
く
日
本
語
の
影
響

を
受
け
て
い
る
。そ
の
た
め
、本
論
で
は
歴
史
的
視
点
か
ら
「
故
障
」
と
「
障

碍
」
の
語
誌
を
考
察
し
、
併
せ
て
日
本
語
の
中
国
語
に
対
す
る
影
響
を
論
じ

て
み
る
。

２

「
故
障
」
と
「
拒
障
」
に
つ
い
て

２
・
１

和
製
漢
語
と
し
て
誕
生
し
た
「
故
障
」

中
国
の
『
漢
語
大
詞
典
』（
羅
竹
風

一
九
八
六
）
を
見
る
と
、「
故
障
」

の
例
文
と
し
て
下
記
の
よ
う
に
、
徐
遅
（
一
九
一
四
〜
一
九
九
六
）
の
『
入

峡
記
』
と
孫
梨
（
一
九
一
三
〜
二
〇
〇
二
）
の
『
秀
露
集
・
耕
堂
読
書
記

（
二
）』
が
出
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
二
十
世
紀
以
降
の
も
の
で
あ
る
た

め
、
中
国
語
に
お
け
る
「
故
障
」
の
歴
史
が
浅
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

現
代
中
国
語
に
お
け
る
外
来
語
を
専
門
的
に
扱
う
『
漢
語
外
来
詞
詞
典
』

（
劉
正
埮
他

一
九
八
四
）
で
は
、「
▼
故
障

guzhang

障
碍

源
日

故
障kos

（
２
）

ho

」
と
あ
る
。「
故
障
」
は
日
本
語
由
来
の
言
葉
で
あ
る
と
明
記

さ
れ
て
い
る
。

徐
遅
《
入
峡
記
》：

「
又
一
次
，
調
速
器
出
了
故
障
，
機
匠
在
黒
板
上

写
了’
調
速
器
跳
舞
’
五
個
字
。」

孫
梨
《
秀
露
集
・
耕
堂
読
書
記
（
二
）》：

「
正
究
竟
発
生
什
麼
故
障
，

― 164 ―



他
従
不
具
体
説（
３
）明。」

さ
ら
に
、
古
代
中
国
語
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
下
記
（
１
）（
２
）
の
よ

う
に
文
字
列
の
「
故
障
」
が
あ
っ
た
も
の
の
、
い
ず
れ
も
「
故
に
、
…
を
妨

げ
る
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

（
１
）
無
有
過
失
。
何
故
障
我
而
乞
告
也
。（
闍
那
崛
多
『
仏
本
行
集

経
』

隋
）

（
２
）
其
或
横
当
水
衝
、
故
障
上
流
。（
徐
松
『
宋
会
要
輯
稿
』

清
）

こ
れ
で
「
故
障
」
は
元
々
中
国
語
に
な
か
っ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
一

方
、『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』（
小
学
館

二
〇
〇
二
）
の
記
述
を
見
る

と
、「
故
障
」
は
古
く
か
ら
日
本
語
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
紙
幅
の
都

合
で
一
部
の
用
例
だ
け
を
示
し
て
お
く
。

＊
日
本
文
徳
天
皇
実
録‐

斉
衡
三
年
〔
八
五
六
〕
五
月
丙
寅
「
可
奉
造

固
状
を
奏
給
へ
り
。
而
国
家
事
繁
く
故
障
多
し
て
、
今
ま
で
に
、
怠

た
り
」

＊
九
条
殿
遺
誡
〔
九
四
七
〜
九
六
〇
頃
〕「
若
有
故
障
之
時
、
早
奉
仮

文
可
申
障
之
由
」

＊
明
衡
往
来
〔
十
一
Ｃ
中
か
〕
上
本
「
右
両
三
日
有
故（

４
）障」

２
・
２

「
故
障
」
は
「
拒
障
」
の
誤
り
か

上
記
の
よ
う
に
、「
故
障
」
は
日
本
人
の
手
に
よ
る
和
製
漢
語
で
あ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
「
故
障
」
が
い
か
に
造
語
さ
れ
た
か
。
下
記
の
よ
う
に
、

『
下
学
集
』（
一
四
四
四
）
を
は
じ
め
と
す
る
節
用
集
は
「
拒
障
」
が
本
字

で
あ
る
と
主
張
す
る
。

下
学
集
（
一
四
四
四
）「
拒
障

コ
シ
ャ
ウ

辞
退
ノ
義
也
、
或
作
故
、

誤
歟
」

伊
京
集
（
室
町
末
期
）「
拒
障

コ
シ
ャ
ウ

言
語
進
退
義

拒
或
作

故
非
也
誤
入
之
」

「
故
」
は
「
拒
」
の
誤
り
で
、
本
字
は
「
拒
障
」
で
あ
る
と
主
張
し
始
め

た
の
は
『
下
学
集
』
で
あ
り
、そ
れ
以
降
の
『
伊
京
集
』
な
ど
は
『
下
学
集
』

の
説
を
踏
襲
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、『
下
学
集
』
で
は
「
或
作
故
、

誤
歟
」（
或
い
は
故
と
書
き
、
誤
り
で
あ
ろ
う
）
の
よ
う
に
保
守
的
な
主
張

で
あ
る
。『
伊
京
集
』
に
な
る
と
、「
拒
或
作
故
非
也
誤
入
之
」（
拒
或
い
は

故
と
書
き
、
さ
に
あ
ら
ず
、
書
入
れ
の
誤
り
）
と
断
定
し
て
し
ま
う
。
仮
に

「
拒
障
」
か
ら
「
故
障
」
へ
と
変
化
し
た
と
す
れ
ば
、「
拒
障
」
の
古
い
使

用
例
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
下
記

の
よ
う
に
「
拒
障
」
の
使
用
例
は
あ
っ
た
も
の
の
、
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
以

降
の
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
花
王
院
拒
障
之
子
細
あ
り
て
断
也
。

（
妙
法
院
日
次
記
第
四

正
徳
五
年
〈
一
七
一
五
〉
八
月
）

（
４
）
五
條
相
公
ニ
ハ
此
節
依
拒
障
之
仔
細
、
不
能
連
名
。

（
妙
法
院
日
次
記
第
六

享
保
十
二
年
〈
一
七
二
七
〉
二
月
）

こ
れ
に
よ
っ
て
果
し
て
「
故
障
」
が
「
拒
障
」
の
誤
り
で
あ
る
か
は
疑
問
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を
禁
じ
得
な
い
。「
故
障
」
と
「
拒
障
」
に
ま
つ
わ
る
問
題
に
関
し
て
、『
和

製
漢
語
の
形
成
と
そ
の
展
開
』（
陳
力
衛

二
〇
〇（
５
）一）
の
記
述
を
下
記
に

示
し
て
お
く
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
も
と
も
と
「
固
辞
」
を
表
す
に
は
『
遊
仙
窟
』

の
「
拒
張
」
が
あ
っ
た
。「
張
」
と
同
音
の
「
障
」
が
仏
典
や
和
文
に

「
さ
わ
り
」
と
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
「
拒
障
」
と
な
り
、

さ
ら
に
、
記
録
体
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
下
位
の
人
が
上
位
の
人
に
対
し

て
辞
退
の
気
持
ち
を
あ
ま
り
露
骨
に
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
、「
故
あ
り
」

「
推
故
」
の
「
故
」
を
も
っ
て
「
拒
む
」
の
「
拒
」
と
換
え
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。

陳
氏
の
説
に
よ
る
と
、古
代
中
国
語
の
「
拒
張
」
か
ら
「
拒
障
」
と
な
り
、

さ
ら
に
意
図
的
に
「
拒
」
を
「
故
」
に
書
き
替
え
て
、「
故
障
」
が
成
立
し

た
わ
け
で
あ
る
。
興
味
深
い
説
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
日
本
語
史
料
に
お
け

る
「
拒
障
」
の
古
い
使
用
例
が
あ
っ
て
ほ
し
い
。「
拒
障
」
の
プ
ロ
セ
ス
が

な
け
れ
ば
、「
拒
張
」
か
ら
直
接
に
「
故
障
」
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
が
持
た
れ
て
し
ま
う
。
一
方
、
橋
本
博
幸
（
一
九
九（
６
）二）

は
平
安
古

記
録
に
お
け
る
「
故
障
」
と
「
障
」
の
併
用
に
焦
点
を
当
て
、
下
記
の
結
論

を
導
き
出
し
た
。
し
か
し
、「
故
障
」
の
由
来
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
「
故
障
」
は
「
行
動
を
さ
ま
た
げ
る
事
情
」
と
い
う
意
を
表

わ
し
、
一
方
の
「
障
」
は
「
さ
ま
た
げ
と
な
る
も
の
」
と
い
う
意
を
表

わ
す
の
で
あ
る
。こ
こ
か
ら
「
故
障
」
は
「
行
動
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
」

と
い
う
こ
と
を
明
確
に
表
わ
し
、「
障
」
は
そ
こ
ま
で
は
明
確
に
表
わ

さ
な
い
と
い
う
表
現
性
の
差
異
が
生
じ
た
。
従
っ
て
「
行
動
が
さ
ま
た

げ
ら
れ
る
」
と
い
う
点
ま
で
明
確
に
表
現
し
た
い
場
合
は
「
故
障
」

が
、
明
確
に
表
わ
す
べ
き
で
は
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
明
確
に
表
わ
す

必
要
の
な
い
場
合
は
「
障
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
結

果
、「
故
障
」
と
「
障
」
の
併
用
と
い
う
事
態
が
招
来
さ
れ
た
も
の
と

考
え
る
。

２
・
３

「
故
障
」
の
誕
生
過
程

「
故
障
」
の
誕
生
過
程
を
究
明
す
べ
く
、
本
稿
で
は
「
故
障
」
と
形
が
似

て
い
る
「
殊
障
」
に
目
を
向
け
、
両
者
の
比
較
を
通
し
て
、「
故
障
」
の
意

味
合
い
及
び
そ
の
由
来
を
推
論
し
て
み
る
。
数
こ
そ
「
故
障
」
に
及
ば
な
い

が
、日
本
語
史
料
に
「
殊
障
」
の
使
用
例
は
下
記
の
よ
う
に
確
実
に
あ
っ
た
。

（
５
）
公
家
所
賜
之
物
、
無
殊
障
、
必
参
入
賜
之
為
良
。

（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』

延
長
八
年
〈
九
三
〇
〉
九
月
）

（
６
）
即
仰
云
、
無
殊
障
四
季
可
参
八
幡
。
賀
茂
者
、
其
由
可
令
祈
皇

后
者
。

（『
小
右
記
』

永
祚
元
年
〈
九
八
九
〉
五
月
）

（
７
）
入
夜
頼
任
来
云
、
明
日
可
有
作
文
事
、
無
殊
障
、
候
御
物
忌
者
、

雖
有
悩
所
参
入
。

（『
御
堂
関
白
記
』

寛
弘
三
年
〈
一
〇
〇
六
〉
七
月
）

紙
幅
の
都
合
で
挙
例
は
以
上
の
三
例
の
み
と
す
る
。「
殊
障
」
は
現
代
日

本
語
に
存
在
し
な
い
し
、古
代
中
国
語
と
仏
典
に
も
典
拠
が
求
め
ら
れ
な
い
。

い
わ
ゆ
る
古
典
日
本
語
に
一
時
存
在
し
て
い
た
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
る
と
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考
え
ら
れ
る
。「
殊
障
」
の
「
障
」
は
差
支
え
、
差
し
障
り
の
意
味
を
表
わ

し
、「
殊
」
は
差
支
え
、
差
し
障
り
の
特
殊
性
を
表
わ
す
。
一
方
、
下
記
の

用
例
（
８
）（
９
）
の
よ
う
に
、「
故
障
」
の
「
障
」
は
同
様
に
差
支
え
、
差

し
障
り
の
意
味
を
表
す
が
、「
故
」
は
差
支
え
、
差
し
障
り
の
理
由
を
表
す
。

こ
の
点
に
関
し
て
橋
本
博
幸
（
一
九
九
二
）
と
陳
力
衛
（
二
〇
〇
一
）
に
も

同
様
の
趣
旨
が
見
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、「
故
障
」
は
「
拒
障
」
の
誤
り
で
は

な
く
、「
故
障
」
も
「
殊
障
」
も
意
図
的
に
作
り
出
さ
れ
た
和
製
漢
語
で
あ

ろ
う
。（

８
）
若
有
故
障
之
時
、
早
奉
仮
文
可
申
障
之
由

（『
九
条
殿
遺
誡
』

九
四
七
〜
九
六
〇
）

（
９
）
仰
云
、
若
有
故
障
者
、
早
可
申
其
由
。

（『
九
暦
』

天
暦
一
年
〈
九
四
七
〉
十
二
月
）

２
・
４

「
拒
障
」
の
由
来
に
つ
い
て

で
は
、
な
ぜ
『
下
学
集
』（
一
四
四
四
）
は
「
拒
障

コ
シ
ャ
ウ

辞
退

ノ
義
也
、
或
作
故
、
誤
歟
」
の
よ
う
に
、「
故
障
」
が
「
拒
障
」
の
誤
り
と

主
張
し
た
の
か
。
実
は
『
下
学
集
』
の
記
述
に
興
味
深
い
と
こ
ろ
が
二
点
あ

る
。
一
、「
辞
退
ノ
義
也
」。
つ
ま
り
、
誕
生
当
初
の
故
の
あ
る
差
支
え
、
差

し
障
り
で
は
な
く
、
拒
否
す
る
と
い
う
意
味
が
書
か
れ
て
い
る
。
二
、「
或

作
故
、
誤
歟
」。「
故
」
は
誤
り
で
あ
ろ
う
と
い
う
保
守
的
な
主
張
で
あ
る
。

筆
者
の
推
論
を
先
に
言
う
と
、『
下
学
集
』
が
「
拒
障
」→

「
故
障
」
と

主
張
し
た
の
は
、「
故
障
」
の
意
味
変
遷
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
時
代
が
下
り
、「
故
障
」
に
拒
否
す
る
と
い
う
転
義
が
発
生
し
て
、
当
時

の
人
に
と
っ
て
「
故
」（
ゆ
え
）
の
字
は
納
得
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

拒
否
す
る
と
い
う
意
味
に
即
し
て
、あ
え
て
「
拒
」（
こ
ば
む
）
を
使
い
、「
拒

障
」
に
書
き
改
め
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
推
論
に
は
下
記
の
よ
う
に
三
つ

の
理
由
が
あ
る
。

一
、「
故
障
」
の
前
に
日
本
語
史
料
に
「
拒
障
」
の
使
用
例
が
見
つ
か
ら

な
か
っ
た
。

二
、「
拒
障
」
の
使
用
例
が
見
え
始
め
た
の
は
い
ず
れ
も
『
下
学
集
』、『
伊

京
集
』
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
む
し
ろ
「
拒
障
」
の
使
用
例
は

『
下
学
集
』、『
伊
京
集
』
な
ど
の
節
用
集
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
考
え
た

ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。

三
、
室
町
時
代
に
「
故
障
」
が
拒
否
す
る
と
い
う
意
味
で
盛
ん
に
使
わ
れ

て
い
た
。

三
番
目
の
理
由
に
つ
い
て
、
ま
ず
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』（
小
学

館

二
〇
〇
二
）
の
記
述
を
一
部
引
用
し
て
お
く
。

（
２
）（
―
す
る
）
さ
し
つ
か
え
が
あ
る
と
申
し
立
て
る
こ
と
。
拒
否

す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
不
服
だ
と
す
る
考
え
。
異
議
。

＊
吾
妻
鏡‐

貞
応
三
年
〔
一
二
二
四
〕
六
月
一
八
日
「
前
奥
州
禅
門
葬

送
。
以
故
右
大
将
家
法
華
堂
東
山
上
為
墳
墓
。
葬
礼
事
、
被
仰
親
職

之
処
辞
申
。
泰
貞
又
称
不
帯
文
書
故
障
。
仍
知
輔
朝
臣
計
申
之
」

＊
源
平
盛
衰
記
〔
十
四
Ｃ
前
〕
四
二
・
屋
島
合
戦
「
面
面
の
故
障
（
コ

シ
ャ
ウ
）
に
、
日
既
に
暮
れ
な
ん
と
す
」

さ
ら
に
「
被
故
障
…
」
と
い
う
古
文
書
に
よ
く
見
ら
れ
る
表
現
を
検
証
し

て
み
る
。
受
身
表
現
の
「
被
故
障
…
」
を
選
ん
だ
理
由
は
こ
こ
の
「
故
障
」

は
間
違
い
な
く
拒
否
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
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（
１０
）
凡
奸
構
偽
言
、
恣
被
故
障
、
則
冥
顕
之
鑑
知
、
尤
可
憚
者
。

（
河
内
金
剛
寺
文
書

嘉
禄
三
年
〈
一
二
二
七
〉
二
月
）

（
１１
）
凡
如
此
事
、
依
世
務
相
交
、
為
仏
道
修
行
退
転
之
基
候
歟
之
間
、

被
故
障
候
歟
。（

東
大
寺
文
書

英
仁
二
年
〈
一
二
九
四
〉
四
月
）

（
１２
）
若
猶
寄
綺
於
衆
命
、
恣
被
故
障
者
、
永
削
山
門
名
字
。

（
公
衡
公
記

正
和
四
年
〈
一
三
一
五
〉
四
月
）

（
１３
）
室
町
殿
被
計
申
、
再
三
雖
被
故
障
申
、
強
被
申
、
依
厳
命
御
入

院
治
定
云
々
。（

看
聞
日
記

応
永
二
十
四
年
〈
一
四
一
七
〉
九
月
）

（
１４
）
夷
畑
茶
薗
之
事
、
依
（
御
カ
）
利
潤
少
候
、
頻
雖
被
故
障
候
、

為
学
侶
堅
被
執
申
御
領
掌
之
。

（
東
大
寺
文
書

康
正
元
年
〈
一
四
五
五
〉
十
一
月
）

上
記
（
１０
）
〜
（
１４
）
の
よ
う
に
、
お
よ
そ
鎌
倉
時
代
か
ら
「
故
障
」
に

拒
否
す
る
と
い
う
意
味
が
発
生
し
て
、『
下
学
集
』
の
鎌
倉
時
代
に
盛
ん
に

使
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
当
時
の
人
に
と
っ
て
、「
故
障
」
が
拒
否
す
る

と
い
う
意
味
に
つ
な
が
り
に
く
か
っ
た
た
め
、『
下
学
集
』
は
意
図
的
に

「
拒
」（
こ
ば
む
）
と
い
う
字
を
使
い
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。
よ
っ
て
、

そ
れ
以
降
の
日
本
語
史
料
に
お
け
る
「
拒
障
」
の
使
用
例
は
『
下
学
集
』、

『
伊
京
集
』
に
根
源
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

３

「
故
障
」
の
中
国
語
へ
の
輸
入

「
故
障
」
の
意
味
に
関
し
て
、『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』（
小
学
館

二
〇
〇
二
）
で
は
上
述
の
（
１
）（
２
）
以
外
に
、
ま
た
「（
３
）
気
に
入
ら

な
い
こ
と
。（
４
）
機
械
、
か
ら
だ
な
ど
の
一
部
に
異
常
が
起
こ
っ
て
、
機

能
が
そ
こ
な
わ
れ
る
こ
と
。（
５
）
欠
席
判
決
を
受
け
た
訴
訟
当
事
者
が
、

そ
の
判
決
に
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
現
代
日
本

語
に
お
い
て
「
故
障
」
は
専
ら
機
械
や
体
の
不
調
を
意
味
す
る
の
に
対
し

て
、
幕
末
明
治
期
に
お
い
て
「
故
障
」
は
も
っ
と
豊
か
な
意
味
を
有
し
て
い

た
。
筆
者
の
調
べ
に
よ
る
と
、
幕
末
明
治
期
に
お
い
て
「
故
障
」
は
大
雑
把

に
言
う
と
、現
代
日
本
語
の
「
問
題
」
に
相
当
す
る
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
。

ま
た
法
律
用
語
と
し
て
の
「
故
障
」
は
判
決
に
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
古
典
日
本
語
の
中
の
「
故
障
」
の
延
長
線

に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
近
代
中
国
語
史
料
に
お
け
る
「
故
障
」
の
使
用
例
に
焦
点
を

当
て
、
日
本
語
の
中
国
語
に
対
す
る
影
響
、
併
せ
て
幕
末
明
治
時
代
の
日
本

語
に
お
け
る
「
故
障
」
を
考
察
し
て
み
る
。

（
１５
）
其
一
天
皇
未
成
年
時
則
置
攝
政
。
其
二
天
皇
有
久
亘
之
故
障
不

能
親
政
時
。
則
置
攝
政
。

（
申
報

一
九
〇
九
年
一
月
四
日
）

（
１６
）
第
十
九
條

天
皇
未
タ
成
年
ニ
達
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
攝
政
ヲ
置

ク
。
天
皇
久
キ
ニ
亘
ル
ノ
故
障
ニ
由
リ
大
政
ヲ
親
ラ
ス
ル
コ
ト
能

ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
皇
族
會
議
及
樞
密
顧
問
ノ
議
ヲ
經
テ
攝
政
ヲ
置

ク
。

（『
皇
室
典
範
』
一
八
八
九
年
二
月
十
一
日
〜
一
九
四
七
年
五
月
二
日
）

（
１７
）
君
主
國
之
君
主
不
負
法
律
上
之
責
任
且
除
有
非
常
病
疾
或
久
亙

之
故
障
時
始
置
攝
政
。

（
申
報

一
九
一
二
年
四
月
十
二
日
）
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近
代
中
国
語
史
料
に
お
け
る
「
故
障
」
の
使
用
例
と
し
て
は
用
例
（
１５
）

が
早
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
日
本
の
皇
室
事
情
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し

て
、（
１６
）
の
よ
う
に
筆
者
は
『
皇
室
典
範
』（
一
八
八
九
年
二
月
十
一
日
〜

一
九
四
七
年
五
月
二
日
）
で
該
当
す
る
内
容
を
確
認
で
き
た
。
一
方
、
用
例

（
１７
）
は
日
本
の
こ
と
と
関
係
が
な
い
も
の
の
、「
久
亙
之
故
障
時
始
置
攝

政
」
は
明
ら
か
に
日
本
語
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
１８
）
被
告
議
員
如
能
證
明
因
天
災
或
故
障
不
能
於
定
期
内
呈
出
答
辨

書
議
長
得
再
定
日
期
使
呈
出
答
辨
書
。

（
申
報

一
九
〇
九
年
十
月
十
九
日
）

（
１９
）
広
州
莫
督
軍
李
省
長
鑑
国
会
開
会
己
逾
一
月
所
有
未
到
院
又
未

経
声
明
故
障
各
議
員
自
応
依
法
解
職
以
候
補
当
選
人
。

（
参
議
院
公
報

一
九
一
八
年
）

（
２０
）
故
障
と
は
議
長
又
は
委
員
長
が
其
の
職
務
執
行
に
当
り
事
実
上

又
は
法
律
規
則
上
其
の
職
務
を
執
行
し
能
は
ざ
る
場
合
、
若
く
は

執
行
せ
ざ
る
場
合
を
謂
ふ
。

（『
六
大
都
市
市
会
々
議
規
則
試
案
用
語
解
』

一
九
四
二
年
）

用
例
（
１８
）（
１９
）
は
い
ず
れ
も
議
員
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。中
の
「
故

障
」
は
『
六
大
都
市
市
会
々
議
規
則
試
案
用
語
解
』（
一
九
四
二
）
の
「
故

障
」
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
。
用
例
（
２０
）
は
か
な
り
後
の
も
の
で
は
あ

る
が
、
も
っ
と
早
い
時
期
の
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

（
２１
）
惟
是
法
律
之
規
定
訴
訟
之
手
續
極
其
嚴
密
如
上
訴
抗
告
缺
席
判

决
一
分
判
决
與
夫
期
間
之

猶
豫
故
障
之
申
明
及
其
他
强
制
執
行

諸
多
規
定
皆
未
聞
知
此
可
憂
者
也
。

（
申
報

一
九
一
一
年
二
月
二
十
五
日
）

（
２２
）
執
行
命
令
ニ
付
故
障
申
立
書

右
写
ノ
如
ク
命
令
相
成
候
得
共
不
服
ニ
付
キ
左
ニ
其
理
由
ヲ
記
シ

故
障
申
立
候
。

（
樋
山
広
業
『
和
解
督
促
手
続
独
案
内
』

一
八
九
〇
）

用
例
（
２１
）
の
「
故
障
」
は
用
例
（
２２
）
と
同
様
に
不
服
を
申
し
立
て
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
用
例
（
２１
）
の
「
手
続
」「
猶
豫
」（
猶
予
）
も

日
本
語
由
来
の
言
葉
で
あ
る
。

（
２３
）
東
京
電

參
加
東
北
大
演
習
之
飛
行
隊〓

〓

所
澤
飛
駛
三
機
安

〓
〓

有
一
機〓

〓

生
故
障
中
途
着
陸
（
九
日
）

（
申
報

一
九
一
五
年
十
月
十
日
）

（
２４
）
●
東
北
大
飛
行
第
一
日

▽
三
機
無
事
太
田
原
に
着
す

＝

武

田
中
尉
の
廿
五
号
機
は
途
中
着
陸＝

▲
武
田
中
尉
の
途
中
着
陸

▽
結
城
在
の
桑
畑

▽
機
体
故
障
少
し

（
朝
日
新
聞

一
九
一
五
年
十
月
十
日
）

中
国
語
に
お
け
る
機
械
の
不
調
を
表
わ
す
「
故
障
」
の
使
用
例
と
し
て
用

例
（
２３
）
が
早
か
っ
た
。
冒
頭
の
「
東
京
電
」
が
情
報
元
を
明
白
に
示
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
用
例
（
２４
）
の
よ
う
に
同
じ
趣
旨
の
内
容
を
朝
日
新
聞
一

九
一
五
年
十
月
十
日
の
紙
面
で
確
認
で
き
た
。
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（
２５
）
上
海
縣
知
事
接
江
蘇
省
長
公
署
訓
令
云
蘇
省
土
地
沃
衍
、
農
產

豐
富
、
而
工
藝
優
良
、
製
造
亦
多
精
品
、
惟
近
年
迭
受
外
界
潮
流
、

及
國
内
種
種
故
障
、
致
一
切
實
業
、
實
能
精
進
者
尚
不
多
。

（
申
報

一
九
二
一
年
七
月
二
十
六
日
）

（
２６
）
奈
何
せ
ん
十
日
間
の
食
糧
以
て
探
檢
の
目
的
を
果
さ
ん
と
の
心

算
な
れ
ば
、
途
中
如
何
な
る
故
障
の
起
る
あ
り
て
一
行
餓
死
の
憂

あ
る
や
も
計
ら
れ
ず
。

（
渡
辺
千
吉
郎
『
利
根
水
源
探
検
紀
行
』

一
八
九
五
）

用
例
（
２５
）
の
「
故
障
」
は
現
代
日
本
語
の
「
問
題
」
に
当
た
る
。
し
か

し
、
用
例
（
２６
）
が
示
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
も
幕
末
明
治
時
代
の
日
本
語
に

確
認
で
き
た
。

（
２７
）
以
及
其
他
一
切
外
貌
之
症
狀
皆
非
自
末
梢
神
經
機
闗
之
故
障
而

起
皆
原
因
於
腦
力
之
衰
退
。

（
申
報

一
九
二
一
年
十
一
月
二
十
六
日
）

（
２８
）
此
節
は
到
る
所
に
此
病
人
が
あ
る
、
亦
此
季
節
は
肺
病
患
者
の

血
を
吐
く
頃
、
肋
膜
に
故
障
の
出
る
時
、
其
他
種
々
の
病
源
が
發

生
す
る
時
で
あ
る
。

（『
一
月
の
気
候
』

一
九
〇
一
）

用
例
（
２７
）
の
「
故
障
」
は
体
の
不
調
を
表
す
用
例
と
し
て
早
か
っ
た

が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
「
日
本
太
子
攝
政
」
で
あ
り
、
こ
れ
も
明
ら
か
に
日

本
語
由
来
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
用
例
（
２８
）
が
示
し
た
よ
う
に
、
日

本
語
に
お
け
る
使
用
が
も
っ
と
古
か
っ
た
。

４

小
ま
と
め

上
記
の
よ
う
に
、「
故
障
」
は
日
本
人
の
手
に
よ
る
和
製
漢
語
で
あ
る
。

最
初
は
故
の
あ
る
差
支
え
、
差
し
障
り
と
い
う
意
識
で
使
わ
れ
て
い
た
。
時

代
が
下
り
、
鎌
倉
時
代
に
拒
否
す
る
、
不
服
を
申
し
立
て
る
と
い
う
転
義
が

発
生
し
、
室
町
時
代
に
こ
う
い
う
意
味
が
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
た
。
当
時
の

人
に
と
っ
て
、「
故
障
」
は
拒
否
す
る
と
い
う
意
味
に
繋
が
り
に
く
か
っ
た

た
め
、『
下
学
集
』（
一
四
四
四
）
は
あ
え
て
「
拒
」（
こ
ば
む
）
を
使
い
だ

し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
「
拒
障
」
も
和
製
漢
語
で
あ
る
。
よ
っ

て
、『
下
学
集
』（
一
四
四
四
）
及
び
そ
れ
を
継
承
し
た
『
伊
右
集
』（
室
町

末
期
）
の
記
述
を
前
提
と
し
た
語
源
説
は
不
適
切
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。幕

末
明
治
時
代
、「
故
障
」
は
現
代
日
本
語
の
「
問
題
」
に
相
当
す
る
意

味
で
幅
広
く
使
わ
れ
て
い
て
、
ま
た
法
律
用
語
と
も
な
り
得
た
。
幕
末
明
治

時
代
に
お
け
る
「
故
障
」
の
使
用
様
相
は
二
〇
世
紀
初
頭
の
中
国
語
史
料
に

そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
た
。
現
代
中
国
語
に
お
け
る
「
故
障
」
の
意
味
合

い
は
当
初
よ
り
か
な
り
収
縮
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
語
か
ら
借
用
さ
れ
て
き

た
の
は
紛
れ
も
な
く
事
実
で
あ
る
。

５

仏
教
由
来
の
「
障
碍
」

和
製
漢
語
で
あ
る
「
故
障
」
の
複
雑
な
生
い
立
ち
に
対
し
て
、「
障
碍
」

そ
の
も
の
は
仏
教
の
中
国
伝
来
に
伴
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
漢
語
で
あ
る
。
例

え
ば
、『
漢
語
大
詞
典
』（
羅
竹
風
他

一
九
八
六
）
で
は
、「
❶
佛
教
語
。
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悪
業
所
引
起
的
煩
悩
困
惑
，
因
能
攪
乱
身
心
，
故
佛
典
称

�
障（
７
）碍�。」

（
仏
教
語
。
悪
業
が
引
き
起
こ
し
た
煩
悩
と
困
惑
、
心
身
を
攪
乱
す
る
故
、

仏
典
に
お
い
て
障
碍
と
称
さ
れ
る
。）
と
書
か
れ
て
い
る
。
古
代
中
国
語
に

お
い
て
「
障
」
も
「
碍
」
も
障
り
、
妨
げ
と
い
う
意
味
を
表
す
。
よ
っ
て
、

「
障
碍
」
は
い
わ
ゆ
る
同
義
字
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
造
語
さ
れ
た
並
列

関
係
の
二
字
漢
語
で
あ
る
。
一
点
だ
け
言
っ
て
お
く
と
「
碍
」
の
本
字
は

「
礙
」
で
あ
り
、
文
献
に
よ
っ
て
「
障
礙
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

「
投
機
」「
結
果
」「
普
遍
」
な
ど
多
く
の
仏
教
用
語
が
一
般
語
に
転
用
さ

れ
た
よ
う
に
、
筆
者
の
調
査
範
囲
で
大
体
北
宋
の
時
代
か
ら
、
仏
教
用
語
の

「
障
碍
」
が
一
般
語
に
転
用
さ
れ
、
じ
ゃ
ま
も
の
、
さ
ま
た
げ
と
な
る
も
の

と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
た
。

（
２９
）
門
外
黒
如
漆
，
不
知
所
在
，
以
手
模
西
及
南
，
皆
是
墻
壁
，
唯

東
無
障
碍
，
而
暗
不
可
行
。（

李
昉
他
『
太
平
広
記
』

九
七
八
）

（
３０
）
地
形
如
肺
，
形
質
雖
硬
，
而
中
本
虚
，
故
陽
気
昇
降
乎
其
中
，

無
所
障
碍
，
雖
金
石
也
透
過
去
。地
便
承
受
得
這
気
，
発
育
万
物
。

（
黎
靖
徳
『
朱
子
語
類
』

一
二
七
〇
）

（
３１
）
為
甚
要
格
物
致
知
？
便
是
要
無
所
不
格
，
無
所
不
知
。
物
格
知

至
，
方
能
意
誠
、
心
正
、
身
修
，
推
而
至
于
家
齊
、
国
治
、
天
下

平
，
自
然
滔
滔
去
，
都
無
障
碍
。

（
黎
靖
徳
『
朱
子
語
類
』

一
二
七
〇
）

用
例
（
２９
）、（
３０
）
の
「
障
碍
」
は
物
理
的
な
じ
ゃ
ま
も
の
、
さ
ま
た
げ

と
な
る
も
の
を
表
わ
す
の
に
対
し
て
、
用
例
（
３１
）
の
「
障
碍
」
は
抽
象
的

な
じ
ゃ
ま
も
の
、
さ
ま
た
げ
と
な
る
も
の
を
表
わ
す
。

仏
教
に
お
い
て
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
た
「
障
碍
」
が
当
然
の
よ
う
に
日
本

に
も
伝
わ
り
、
仏
教
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
一
方
、
古
代
中
国
語
と
同

様
に
一
般
語
化
さ
れ
た
。
し
か
し
、
仏
教
用
語
で
あ
る
た
め
に
、
当
初
は
今

日
の
「
し
ょ
う
が
い
」
で
は
な
く
、呉
音
読
み
の
「
し
ょ
う
げ
」
で
あ
っ
た
。

（
３２
）
又
勧
進
僧
〈
と
〉
河
原
物
〈
と
〉
喧
嘩
出
来
、
僧
一
両
人
被
突

殺
了
、
施
餓
鬼
供
具
等
散
々
取
失
、
河
原
物
取
之
、
余
過
分
之
間

天
魔
為
障
碍
、
大
風
大
雨
散
々
無
正
体
罷
成
云
々
、
勧
進
施
物
如

山
出
来
被
入
五
山
、於
寺
々
可
行
施
餓
鬼
之
由
自
公
方
被
仰
云
々
、

併
天
狗
障
碍
不
思
儀
〔
議
〕
事
也
。

（
後
崇
光
院
『
看
聞
日
記
』

一
四
一
六
〜
一
四
四
八
）

（
３３
）「
さ
て
は
こ
の
程
申
せ
し
事
、
こ
の
狐
の
障
碍
な
ら
ん
」
と
沙

汰
し
て
、
心
の
ご
と
く
世
上
静
ま
り
て
後
。

（
井
原
西
鶴
『
新
可
笑
記
』

一
六
八
八
年
）

（
３４
）
就
中
来
月
三
日
可
有
御
進
発
富
士
候
、
数
日
之
儀
、
彼
是
無
風

雨
障
碍
之
様
、
別
可
令
抽
懇
祈
之
由
。

（『
九
条
家
歴
世
記
録
』

一
四
三
二
）

用
例
（
３２
）、（
３３
）
の
「
障
碍
」
は
悪
魔
、
怨
霊
な
ど
が
邪
魔
を
す
る
こ

と
の
意
味
を
表
わ
す
。
一
方
、
数
こ
そ
少
な
い
が
、
用
例
（
３４
）
の
よ
う
に

じ
ゃ
ま
も
の
、
さ
ま
た
げ
と
な
る
も
の
を
意
味
す
る
「
障
碍
」
も
あ
っ
た
。

６

医
学
用
語
と
し
て
の
「
障
碍
」
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現
代
日
本
語
に
お
い
て
「
障
碍
」
は
「
障
碍
者
」
以
外
に
ほ
と
ん
ど
姿
を

見
せ
な
い
が
、
少
し
時
代
を
遡
れ
ば
、
幕
末
明
治
時
代
で
は
「
声
帯
之
運
動

障
碍
」「
産
蓐
時
ノ
精
神
障
碍
」「
産
道
及
ヒ
胎
児
ニ
起
ル
障
碍
ノ
処
置
」
な

ど
の
よ
う
に
、医
学
用
語
と
し
て
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
た
。仏
教
用
語
の
「
障

碍
」
が
い
か
に
医
学
用
語
と
な
っ
た
か
、
こ
こ
で
は
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
探
っ

て
み
る
。

（
３５
）
原
由

近
因
ハ
心
肺
ノ
運
営
遏
止
シ
若
ク
ハ
脱
衰
セ
ル
者
ニ
シ

テ
神
経
運
営
為
ニ
其
障
碍
ヲ
被
ム
レ
ル
ナ
リ
昏
冒
ト
卒
中
ト
ノ
区

別
実
ニ
茲
ニ
存
セ
リ
即
昏
冒
ハ
血
行
ノ
障
碍
ニ
シ
テ
其
因
心
ニ
在

リ
卒
中
ハ
神
経
ノ
障
碍
ニ
シ
テ
其
因
脳
ニ
在
リ
。

（
緒
方
洪
庵
『
扶
氏
経
験
遺
訓
・
巻
之
十
一
』

一
八
五
七
）

（
３６
）
又
患
器
ノ
官
能
久
ク
障
碍
ヲ
被
リ
分
泌
液
常
態
ヲ
違
ヘ
ル
等
ヲ

以
テ
之
ヲ
察
シ
或
ハ
面
色
灰
白
帯
黄
等
ノ
悪
液
証
ヲ
見
ハ
シ

（
緒
方
洪
庵
『
扶
氏
経
験
遺
訓
・
巻
之
二
十
三
』

一
八
五
七
）

医
学
用
語
の
使
用
例
と
し
て
用
例
（
３５
）、（
３６
）
が
早
か
っ
た
。
な
ぜ
緒

方
洪
庵
が
『
扶
氏
経
験
遺
訓
』（
一
八
五
七
）
で
「
障
碍
」
を
使
い
だ
し
た

の
か
。そ
れ
は
蘭
学
の
蓄
積
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。下
記
の
よ
う
に
、種
々

の
和
蘭
辞
書
に
お
い
て
「
障
碍
」
が
す
で
に
訳
語
と
し
て
当
て
ら
れ
て
い

た
。hinderen.w
.w
.

障
礙
ス
ル

hindernis.z.v.

障
礙

（
稲
村
三
伯
『
江
戸
ハ
ル
マ
』

一
七
九
六
）

hinder.

損
害
。
障
碍
。

hindernis

障
碍
。

（
藤
林
淳
道
『
訳

』

一
八
一
〇
）

H
inder,l.m

.fehade,nadeel.

障
碍
（
サ
ワ
リ
）

H
inderlijk,bijr,w

,fehadelijk,nadeelig.

障
（
サ
ワ
リ
）
に
な
る

M
et
iem
e
hielp

ben
ik
alle

de
hin
det

paalen
te
boren

gekom
en

汝
が
助
け
て
諸
の
障
を

れ
て
居
る

（
ド
ゥ
ー
フ
『
長
崎
ハ
ル
マ
』

一
八
一
六
）

幕
末
明
治
時
代
に
お
い
て
「
障
碍
」
は
医
学
用
語
と
し
て
頻
繁
に
使
わ
れ

て
い
た
。
紙
幅
の
都
合
で
こ
れ
以
上
挙
例
す
る
こ
と
を
省
略
す
る
。
こ
こ
で

医
学
用
語
の
「
障
碍
」
が
い
か
に
中
国
に
輸
入
さ
れ
た
か
を
見
て
み
る
。

（
３７
）
意
識
障
碍
及
之
虚
脱
之
救
急
法

ueberbew
usstseinsstooungen

und
kallapo

（zeitschr.f.arztl.forbildung

）D
r.Fr.K

raus

原
著

王
曾
憲

訳
述

嗜
眠

sopor

乃
意
識
障
碍
之
較
悪
者
。

精
神
遅
鈍

stupor

乃
障
碍
之
尤
甚
者
。

昏
睡

cona

謂
意
識
最
高
度
之
障
碍
。

如
前
述
之
高
度
意
識
障
碍
。
呼
吸
運
動
消
失
時
。
此
輿
心
臓
之
搏
動
。

亦
不
免
不
規
則
而
微
弱
。

（『
学
海
・
医
学
界
』

一
九
〇
八
）

近
代
中
国
語
に
お
け
る
医
学
用
語
と
し
て
の
「
障
碍
」
に
関
し
て
、
筆
者
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の
調
査
範
囲
で
は
用
例
（
３７
）
が
一
番
早
か
っ
た
。原
文
に
「
王
曾
憲
訳
述
」

と
書
い
て
あ
る
。
筆
者
は
「
京
師
大
学
堂
派
遣
首
批
留
学
生
考
」（
馮
立
昇

他

二
〇
〇（
８
）七）
で
下
記
の
興
味
深
い
記
述
を
見
つ
け
た
。

京
師
大
学
堂
派
遣
的
第
一
批
４７
名
留
学
生
是
従
師
範
速
成
科
和
訳
学
館

的
学
生
中
挑
撰
的
，
派
往
日
本
的
３１
名
学
生
為：

余
棨
昌
、
曾
儀
進
、

…
省
略
…
、
王
曾
憲
、
陳
治
安
，
定
於
１
９
０
３
年
内
起
程
。

内
科
学
蘇
振
潼
、
外
科
学
蒋
履
曾
、
薬
学
王
曾
憲
。

王
曾
憲
，
江
蘇
人
。
１
９
０
８
年
由
東
京
第
一
高
等
学
校
昇
入
東
京
帝

国
大
学
医
科
大
学

上
記
の
よ
う
に
、
訳
者
の
王
曾
憲
は
江
蘇
省
の
生
ま
れ
、
清
王
朝
の
国
費

留
日
学
生
で
あ
る
。「
意
識
障
碍
及
之
虚
脱
之
救
急
法
」
の
一
文
を
書
い
た

一
九
〇
八
年
に
、
王
曾
憲
は
東
京
帝
国
大
学
医
科
大
学
医
学
専
攻
に
進
学
し

た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
意
識
障
碍
及
之
虚
脱
之
救
急
法
」（
一
九
〇
八
）

の
一
文
に
頻
出
し
た
医
学
用
語
の
「
障
碍
」
は
王
曾
憲
に
よ
る
独
自
訳
語
で

は
な
く
、
当
時
日
本
の
医
学
書
を
そ
の
ま
ま
翻
訳
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考

え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
「
障
碍
」
で
は
な
い
が
、「
意
識
障
碍
及
之
虚
脱
之

救
急
法
」
の
文
中
に
日
本
語
の
影
響
を
裏
付
け
る
決
定
的
な
証
拠
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
障
害
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
で
こ
こ
で
詳
し
く
論

じ
な
い
が
、
こ
の
「
障
害
」
は
紛
れ
も
な
く
和
製
漢
語
で
あ
り
、
し
か
も
幕

末
明
治
時
代
に
お
い
て
「
障
碍
」
の
同
義
語
と
し
て
併
用
さ
れ
て
い
た
。

（
３８
）
意
識
之
病
的
障
害

患
意
識
之
障
害
者
。
為
機
能
的
精
神
病
。

然
無
論
機
能
的
精
神
病
器
質
的
精
神
病
。
多
由
於
意
識
之
障
害
。

患
如
斯
高
度
之
意
識
障
害
者
。
使
之
蘇
生
頗
難
。

而
延
髄
機
能
亦
蒙
障
害
。

脈
管
因
神
経
障
害
而
流
血
遅
緩
。

こ
の
よ
う
に
、「
障
碍
」
は
元
々
仏
教
の
中
国
伝
来
に
伴
っ
て
造
語
さ
れ

た
漢
語
で
あ
る
。
日
本
で
は
幕
末
期
に
医
学
用
語
と
し
て
成
立
さ
れ
た
。
し

か
し
、
日
清
戦
争
以
降
、
中
国
人
留
学
生
に
よ
っ
て
医
学
用
語
の
「
障
碍
」

は
中
国
に
逆
輸
入
さ
れ
、
そ
し
て
現
代
中
国
語
の
中
の
「
視
覚
障
碍
」「
精

神
障
碍
」「
発
育
障
碍
」
に
繋
が
っ
た
。

７

ま
と
め

本
稿
で
は
歴
史
的
視
点
か
ら
「
故
障
」
と
「
障
碍
」
の
由
来
及
び
意
味
の

変
遷
を
考
察
し
た
。「
故
障
」
は
九
世
紀
頃
、
日
本
人
が
独
自
に
作
り
出
し

た
和
製
漢
語
で
あ
る
。
一
方
、「
障
碍
」
は
中
国
由
来
の
漢
語
で
あ
り
、
幕

末
医
学
分
野
に
特
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
漢
語
と
言
え
ば
、
中
国
か
ら
日

本
へ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
よ
う
で
あ
る
が
、
近
代
に
お
い
て
逆
転
現
象

が
起
こ
っ
た
。
日
清
戦
争
以
降
、
中
国
で
は
富
国
強
兵
を
成
し
遂
げ
た
日
本

を
学
ぶ
機
運
が
高
ま
り
、
多
く
の
中
国
人
留
学
生
が
来
日
し
た
り
、
多
く
の

日
本
人
教
頭
が
中
国
に
赴
い
た
り
し
た
。
そ
こ
で
、
日
本
で
成
立
し
た
「
故

障
」
と
医
学
用
語
の
「
障
碍
」
が
共
に
当
時
の
中
国
に
紹
介
さ
れ
た
。
そ
し

て
我
々
中
国
人
は
今
日
普
通
に
両
者
を
使
っ
て
い
る
。
紙
幅
の
都
合
で
「
障

害
」
を
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
一
言
言
い
添
え
て
お
く
。「
障
害
」
と

い
う
語
は
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
初
版
』（
堀
達
之
助

一
八
六
二
）
に
初

出
し
、そ
の
後
日
本
語
で
は
「
障
碍
」
の
同
義
語
と
し
て
併
用
さ
れ
て
い
た
。

― 173 ―



一
九
四
六
年
に
内
閣
公
示
さ
れ
た
「
当
用
漢
字
表
」
制
定
は
大
き
な
出
来
事

で
、「
碍
」
と
「
礙
」
が
何
れ
も
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
日

本
語
に
お
い
て
徐
々
に
「
障
害
」
の
一
本
に
統
一
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
和

製
漢
語
の
「
障
害
」
も
一
時
中
国
に
輸
入
さ
れ
た
が
、
定
着
に
至
ら
ず
今
日

で
は
完
全
に
姿
を
消
し
て
い
る
。

注

（
１
）
現
代
日
本
語
に
お
い
て
、「
障
碍
者
」「
障
害
者
」
あ
る
い
は
「
障
が
い

者
」
な
ど
の
表
記
が
あ
り
、
統
一
に
至
っ
て
い
な
い
現
状
で
あ
る
。

（
２
）
劉
正
埮
他
『
漢
語
外
来
詞
詞
典
』（
上
海
辞
書
出
版
社

一
九
八
四
）

第
一
二
五
頁
。

（
３
）
羅
竹
風
『
漢
語
大
詞
典
』（
上
海
辞
書
出
版
社

一
九
八
六
）
第
五
巻

第
四
三
六
頁
。『
漢
語
大
詞
典
』
な
ど
の
中
国
語
資
料
を
引
用
す
る
時
に
、

中
国
語
の
漢
字
を
日
本
語
の
漢
字
に
書
き
直
す
。
一
部
現
代
日
本
語
で
使

わ
な
い
漢
字
を
「
麼
」「
們
」
の
よ
う
に
旧
体
字
で
示
す
。

（
４
）
本
論
文
で
はJapanK

now
ledge

に
収
録
さ
れ
た
『
日
本
国
語
大
辞

典
第
二
版
』（
小
学
館

二
〇
〇
二
）
を
利
用
す
る
。

（
５
）
陳
力
衛
『
和
製
漢
語
の
形
成
と
そ
の
展
開
』（
汲
古
書
院

二
〇
〇
一
）

第
一
二
七
頁
〜
一
三
〇
頁
。

（
６
）
橋
本
博
幸
「
平
安
古
記
録
に
お
け
る
「
故
障
」「
障
（
さ
は
り)
」
の

併
用
を
め
ぐ
っ
て
」（
国
語
学
研
究

（
三
十
一
）

一
九
九
二
）

（
７
）
羅
竹
鳳
他
『
漢
語
大
詞
典
』（
上
海
辞
書
出
版
社

一
九
八
六
）
第
十

一
巻
第
一
一
〇
一
頁
。

（
８
）
馮
立
昇
・
牛
亜
華
「
京
師
大
学
堂
派
遣
首
批
留
学
生
考
」（『
歴
史

案
』

二
〇
〇
七
（
三
））

（
こ
し
ん
し
ょ
う
西
安
理
工
大
学
人
文
与
外
国
語
学
院
日
本
語
学
科
日
本
語
教
師
）
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